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表附 -2 6 タイの締結した通商条約の情報通信関係規定の項目比較  
項 目                 通 商 条 約  A - C  G AT S  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  

電 気 通 信 ル ー ル               

・ 公 衆 電 気 通 信 伝 送 網 ・ サ ー ビ ス に 係 る ル ー ル               

公 衆 電 気 通 信 伝 送 網 ・ サ ー ビ ス へ の ア ク セ ス ・ 利 用   附 5   8 0 7         附 3  附 4  

[ 1 ]公 衆 電 気 通 信 事 業 者 の 相 互 接 続 の 確 保 (秘 密 の 保 持 を 含 む 。 )             附 8 . 1  附 9 . 1 , 2  

[ 2 ]番 号 ポ ー タ ビ リ テ ィ             附 4 * 2  附 5 * 5  

[ 4 ]国 際 移 動 端 末 ロ ー ミ ン グ ・ サ ー ビ ス 料 金 の 透 明 性 ・ 合 理 性 促 進              附 2 2  

[ 2 0 ]海 底 ケ ー ブ ル シ ス テ ム へ の ア ク セ ス              附 1 8  

・ 主 要 な サ ー ビ ス 提 供 者 の ル ー ル               

[ 5 ]不 利 で な い 待 遇             附 6  附 7  

競 争 条 件 セ ー フ ガ ー ド   約 参 1      (約 )  * 1  (約 )  * 1  附 4 * 4   (約 )  * 3  附 5  附 6  

[ 6 ]再 販 売 の 許 容             附 7  附 8  * 6  

[ 9 ]ネ ッ ト ワ ー ク 要 素 の ア ン バ ン ド ル の 義 務 づ け 権 限 の 付 与              附 1 9  * 2  

相 互 接 続   約 参 2      (約 )  * 1  (約 )  * 1  附 6 * 4   (約 )  * 3  附 8 . 2 - 6  附 9 . 3  

  技 術 的 に 実 行 可 能 な 全 て の 接 続 点 で の 相 互 接 続   約 参 2 . 2        附 6 * 4    附 8 . 2  附 9 . 3  

  差 別 的 で な い 条 件 及 び 料 金   約 参 2 . 2        附 6 * 4    附 8 . 2  附 9 . 3  

  自 己 の 子 会 社 等 よ り も 不 利 で な い 品 質   約 参 2 . 2        附 6 * 4    附 8 . 2  附 9 . 3  

  細 分 化 さ れ 透 明 で 合 理 的 な 条 件 ,原 価 に 照 ら し て 定 め る 料 金   約 参 2 . 2        附 6 * 4    附 8 . 2  附 9 . 3  

  伝 送 網 の 終 端 点 以 外 の 接 続 点 で の 相 互 接 続   約 参 2 . 2        附 6 * 4    附 8 . 2  附 9 . 3  

  [ 1 2 ]接 続 約 款 の 認 可 制             附 8 . 3  (附 9 . 4 ) * 7  

  [ 1 3 ]接 続 約 款 又 は 協 定 に よ る 相 互 接 続          附 6 * 4    附 8 . 3  附 9 . 4  

  交 渉 手 続 き の 公 の 利 用 可 能 性   約 参 2 . 3        附 6 * 4    附 8 . 4  附 9 . 5  

  相 互 接 続 に 関 す る 取 り 決 め の 透 明 性   約 参 2 . 4           附 8 . 5  附 9 . 6  

  [ 1 5 ]相 互 接 続 を 通 じ 取 得 し た 秘 密 の 保 持             附 8 . 6   

  相 互 接 続 の 紛 争 解 決   約 参 2 . 5        附 9      

[ 1 7 ]専 用 回 線 に よ る サ ー ビ ス の 提 供 及 び 料 金          附 8 * 4    附 9  附 1 0  

[ 1 8 ]コ ロ ケ ー シ ョ ン 等 の 確 保          附 7 * 4    附 1 0  附 11  * 2  

[ 1 9 ]電 柱 ,管 路 ,線 路 敷 設 権 へ の ア ク セ ス              附 2 0  * 2  

・ 政 府 規 制 に 関 す る ル ー ル               

独 立 の 規 制 機 関   約 参 5      (約 )  * 1  (約 )  * 1  附 11   (約 )  * 3  附 11  附 1 2  

ユ ニ バ ー サ ル サ ー ビ ス   約 参 3      (約 )  * 1  (約 )  * 1  附 1 2   (約 )  * 3  附 1 2  附 1 3  

免 許 の 基 準 ・ 標 準 処 理 期 間 の 公 の 利 用 可 能 性 、 拒 否 理 由 の 教 示   約 参 4      (約 )  * 1  (約 )  * 1  附 5 ,附 1 0   (約 )  * 3  附 1 3  附 1 4  

希 少 な 資 源 の 分 配 及 び 利 用   約 参 6      (約 )  * 1  (約 )  * 1  附 1 3   (約 )  * 3  附 1 4  附 1 5  

[ 2 4 ]紛 争 解 決             附 1 6  附 2 3  

公 衆 電 気 通 信 伝 送 網 ・ サ ー ビ ス へ の ア ク セ ス ・ 利 用 に 関 す る 措 置 等 の 透 明 性   附 4           附 1 5  附 1 6  

[ 2 5 ]技 術 中 立 性              附 2 1  

国 際 標 準 の 促 進   附 7           附 1 7  附 1 7  

協 力   附 6             

デ ジ タ ル 貿 易 ル ー ル               

電 子 的 送 信 へ の 関 税 不 賦 課     11 0 2  1 0 . 2         1 2 . 11  

[ 3 6 ]電 子 商 取 引 関 係 法 等 の 透 明 性          1 0 . 3     1 2 . 1 2  

[ 3 7 ] U N C I T R A L モ デ ル 法 準 拠 （ 電 子 商 取 引 の 法 的 効 果 の 許 容 ）     11 0 3  1 0 . 3     1 0 . 4     1 2 . 1 0  

[ 3 9 ]電 子 認 証 の 合 法 性     11 0 4      1 0 . 5     1 2 . 6  

[ 4 0 ]オ ン ラ イ ン 消 費 者 保 護     11 0 5  1 0 . 4     1 0 . 6     1 2 . 7  

[ 4 1 ]個 人 情 報 保 護     11 0 6  1 0 . 5     1 0 . 7     1 2 . 8  

[ 4 2 ]貿 易 文 書 の 電 子 化     11 0 7  1 0 . 6   5 7 - 6 1   1 0 . 8     1 2 . 5  

[ 4 4 ]国 境 を 越 え た 情 報 の 移 転 の 許 可              1 2 . 1 5 * 8  

[ 4 6 ]コ ン ピ ュ ー タ 関 連 設 備 の 自 国 内 利 用 ・ 設 置 要 求 の 禁 止              1 2 . 1 4 * 8  

[ 4 7 ]要 求 さ れ て い な い 商 業 上 の 電 子 メ ッ セ ー ジ の 規 制              1 2 . 9  

[ 4 8 ]情 報 交 換 、 協 力     11 0 8  1 0 . 7     1 0 . 9     1 2 . 4 , 1 6  

[ 4 9 ]サ イ バ ー セ キ ュ リ テ ィ 協 力              1 2 . 1 3  

[ 3 8 ]大 き な 負 担 と な ら な い 国 内 規 制     11 0 3  1 0 . 3          

ネ ッ ト 知 的 財 産 保 護 ル ー ル               

[ 5 4 ]イ ン タ ー ネ ッ ト ド メ イ ン ネ ー ム 割 当 の 適 正 手 続 き              11 . 5 5  

[ 5 5 ]サ ー ビ ス プ ロ バ イ ダ の 責 任 制 限 (ノ ー テ ィ ス ア ン ド テ イ ク ダ ウ ン )               

[ 5 6 ]サ ー ビ ス プ ロ バ イ ダ の 責 任 制 限 (概 括 的 規 定 )               
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A)  Glo b a l  Sy s t em o f  Trad e  Pre f e ren ces  am o n g  Dev e lo p ing  Co u n t r i e s  (GST P)  (Ap r i l  1 9 ,  1 9 8 9 )  

B )  Lao  Peo p le ' s  Demo cra t i c  Rep u b l i c  –  Th a i l and  ( Ju n e  2 0 ,  1 99 1 )  
C )  ASE AN Free  Trad e  Area  (A F TA)  ( Jan u a ry  1 ,  1 9 9 3 )  

D)  In d i a  –  Th a i l an d  (Sep t emb er  1 ,  2 0 0 4 )  

E )  Th a i l an d  –  Au s t ra l i a  ( Jan u a ry  1 ,  2 0 05 )  
F )  Th an i l an d  –  New Zea l an d  ( Ju ly  1 ,  2 00 5 )  

G)  ASE AN –  Ch in a  FTA (Ju ly  1 ,  2 0 0 7  (S) )  

H)  日本タイ E PA ( No v emb er  2 0 0 7 )  

I )  Ag reemen t  o n  Trad e  i n  Se rv i ce s  u n d e r  t h e  Framewo rk  Ag r eemen t  o n  Co mp reh en s iv e  Eco n o mic  Coo p e ra t i o n  Amo n g  th e  

Go v e rn men t  o f  t h e  Memb er  Co u n t r i e s  o f  t h e  Asso c i a t i o n  o f  So u th eas t  As i an  Na t io n s  an d  Th e  Rep u b l i c  o f  Ko rea  (M ay  1 ,  
2 0 0 9 )  

J )  Ag reemen t  e s t ab l i sh in g  t h e  ASE AN -Au s t ra l i a -Ne w Zea l a n d  Free  Trad e  Area  (A AN ZF TA)（ 2 0 1 0 年 1 月 1 日発効 :  オー

ストラリア、ニュージーランド、シンガポール、ミャンマー、ブルネイ、フィリピン、ベトナム、マレーシア ;  

2 0 1 0 年 3 月 1 2 日発効 :  タイ ;  2 0 11 年 1 月 1 日発効 :  ラオス ;  2 0 11 年 1 月 4 日発効 :  カンボジア ;  2 0 1 2 年 1 月 1 0 日

発効 :  インドネシア）  

K )  ASE AN -  In d i a  ( Jan u a ry  1 ,  2 0 1 0 (G) ,  Ju ly  1 ,  2 0 1 5 (S) )  

L )  Ch i l e  –  Th ai l an d  ( No v emb er  5 ,  2 0 1 5 )  

M )  包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定 (日 A SEA N・ E PA )(2 0 0 8 年 1 2 月

から 2 0 1 0 年 7 月にかけて順次発効。サービスの貿易章の規定を盛り込む第一改正議定書は、 2 0 2 0 年 8 月から 2 0 2 2

年 2 月にかけて発効。 )  

N)  Reg io n a l  Co mp reh en s iv e  Econ o mic  Pa r tn e rsh ip  (RCEP)  ( J an u a ry  1 ,  2 02 2 - )  

 

註： GAT S は、「モデル参照文書」にフルコミットした場合の項目。 GATS の「附」は電気通信附属書、「約」は約束

表、「参」は約束表で参照されている参照文書。 H の「約」は附属書 5 (An n ex  5  Pa r t  3 )。 I の「約」はタイ加入議

定書 ( Pro to co l  o n  t h e  Access io n  o f  Th a i l an d  t o  t h e  Trad e  in  Se rv i ce s  Ag reemen t  (2 0 0 9 ) )附属書のタイの特定の約束に

係る表 (TH AIL AN D Sch ed u le  o f  Sp ec i f i c  Co mmi tmen t s )。 J の「附」は電気通信附属書 ( An n ex  o n  Te l eco mmu n ica t i o n s  

(Ch ap t e r  8 ) )。 L の「約」は附属書 9 .6 (An n ex  9 .6 )のタイの特定の約束に係る表 (S ec t i o n  B  Tha i l an d’s  Sch ed u le)。  

* 1：必要な新通信法が全て議会を通過し施行された場合に、 2 0 0 6 年から開始して、関係の措置を公衆電気通信サー

ビスに関するコミットメントに導入するとしている 4。  

* 2：努力規定。  

* 3：電気通信法は施行されたがルールや規制は 2 0 0 6 年から徐々に導入されるとし、関係の措置を公衆電気通信サー

ビスに関するコミットメントに導入するとしている 5。  

* 4：最後の事業権契約 (新規事業者が既存事業者である TOT と CAT と通信法以前から締結している事業権契約 6 )が

失効した後に適用する義務を負うとしている 7。タイの約束表の脚注には、その失効を 2 0 1 8 年としている。  

* 5：カンボジア、インドネシア、ラオス及びミャンマーについては、適用しない。  

* 6：自国の法令で許容するかどうかを決定することができるとする規定  

* 7：認可の接続約款と接続協定とを選択できる規定としている。  

* 8：国家安全保障上の措置を例外として認め、その措置の是非については国家間で争うことができないものとする。  

 

 (各協定から筆者作成 ｡ )  

 

 

 
4  タイの「約束表」の「追加的な約束」の欄に、次のように記載。“Condi t io nal  upon  passag e and  co ming 

in to  force  of  a l l  necessa ry  new communicat ion  ac t s ,  commencing  f rom the year  o f  2006 ,  Th ai l and  wi l l  

in t roduce in to  i t s  Schedule  of  Speci f i c  Co mmitment s  on  publ ic  te l ecommunica t ion  serv ices  i t s  t r eatment  on  

the  sub jects  r e la t ing  to  compet i t ive  safeguard s ,  in t erconnect ion ,  un iversal  se rv ice ,  publ i c  av ai l ab i l i ty  o f  

l icensing  cr i t er i a ,  sep arat ion  of  r egula tory  and  operat iona l  fun ct ions ,  and  th e  a l lo cat ion  and  use  of  scarce  

resources .”  
5附属書 9.6 のタイの「約束表」の「追加的な約束」の欄に、次のように記載。 “Teleco mmunicat ion  

Act s  are  now in  force .  Ho wev er,  regulatory  ru les  and  regulat ions  are  g radual ly  in t roduced  co mmencing  

f rom the y ear  o f  2006 .  Thai l and  wi l l  in t rodu ce in to  i t s  Schedule  of  Sp eci f i c  Commi tment s  on  publ ic  

te l eco mmunicat ion  se rv ices  i t s  t r eatment  on  th e  sub ject s  r e l a t ing  to  co mpet i t iv e  safeguards ,  

in terconnect ion ,  un iv ersal  se rv ice ,  publ i c  av ai l ab i l i t y  o f  l icen s ing  cr i te r i a ,  s ep arat ion  of  regulatory  and  

opera t ional  funct ions ,  and  the  a l locat ion  and  use  of  scarce  r esources . ”  
6  総務省「タイ王国  通信」 (h t tp : / /www.soumu.g o . jp /g - ic t /count ry / thai land /pdf /066 .pdf  [最終閲覧日

2022 年 10 月 9 日 ] )  
7  次のように記載。 “Obl igat ion  to  apply  af te r  the  expi ra t ion  of  the  l a s t  concess ion  cont rac t .”  


